
言語行為論をどう評価するか

大澤真幸

言語行為論は，世界内に特定の社会関係を定在させうる効力をもつたく行為＞として発話を分析する
視点を開発した。この新しい視点は，＜意味＞の概念の刷新を促すものだったといえる。しかし言語行
為論は，言語行為のく主体＞となる審級を予断的に実体化することで，言語行為のく意味＞の本源的な
決定不能性を把えそこねる結果となった。だが，この言語行為論の失敗は，言語行為の「＜意味＞の決
定」に対してかかるく主体＞の審級が果す積極的な機能を暗示しており，さらにその審級がく意味＞の
了解構造の内に擬制的に構成される機序を，解明すべき課題として前景に出すのである。

Ｉ
【０】本節では，まず言語行為論が伝統的なコ
ミュニケーションの理論に対してもっていた革
新的意義を明らかにし，それをもとに意味の概
念を再考してみよう。
【１】言語行為論は，コミュニケーションを，

行為としての発話がもたらす一種の「効力」の
交換過程とみなす視座を開拓した。言語行為論
の発見によれば，「効力」とは，世界内に特定の
社会関係を設定する，行為としての発話の潜在的
な力能である。言語行為論は，（とりわけ文が表
現するような）「意味」の伝達と理解されてき
た古典的なコミュニケーションの概念を解体・
刷新するものだったといえる。と同時に，それ
はコミュニケーションの理論を，行為の理論の
内に再措定することにもなった。
J.Derridaもまさにこの点に着眼し,1971年

のフランス語圏哲学者会議に提出した論文の中
で,J . L .Aus t i nの哲学一「公認」された理
解によればこの哲学こそが言語行為論の祖であ
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る-の肯定的意義を次の４点に要約している
(Derrida[1971])。

[1 )Aus t i nは , (とりわけ発話内行為i l -

Iocutinaryactや発話媒介行為perlDcu-
tionaryactの分析を通じて),言説にかか
わる行為を，コミュニケーション的な行為
という資格においてのみ，考察した(1)《！

[２]Austinの発話内行為や発話媒介行為
といった概念は，意味内容の伝達を指示す
るものではなく，ある種の運動の伝達と，
効果の産出を指示している。即ち,AuStin
のいうコミュニケーションとは，記号のイ
ンパクトによる効力の伝達のことである。

[３)Austinの言う執行的発話(perform-
ativeutterance)は指示対象をもたない。
それは言語に外在する実在を記述するもの
ではない(2)｡
[４)AuStinは，執行的発話を，真理値（真
／偽の２分法）の権威から解放した。かわ
って，彼は，それを効力の差異という視点
から分析した(2)。

【２】尤も，「意味」と「(発話内）効力」との
関係は単純ではない。
Austin自身は，意味（字義）と効力を区別し，

効力は，社会的な慣習(convention)によって
生ずると論じている。
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コミュニケーションの本質は，自我と呼ばれ
るシステムＥと他我と呼ばれるシステムＡの活
動の選択の間の特殊な関係にある。Ｅの活動の
選択が,Aの活動の選択を条件づけるとき，換
言すれば,Eの活動の選択がＡの活動の選択肢
集合を限定的に開示するとき，両者の間にコミ
ュニケーションが存在すると言うことができる。
(関係は一定のタイム・スパンを通じて相互的
な場合も一方的な場合もありうるだろう｡）コミ
ュニケーションを定義するＥとＡの選択間のこ
のような関係は，「Ｅの活動による｡ＥからＡへ
のメディアの伝達｣がもたらしたと考える他はな
い。いわば,Eの活動はＡの活動の選択に対し
て，ある種の強制（条件づけ）を行う潜在的な
力能を持つとみなしうるわけであり，「発話内効
力」とは，このような力能の呼称として与えら
れているのである。Ａの選択の受容はＥによる

● ●

条件づけの結果としてのみありうるわけだから，
それ自身,EとＡの社会関係（の特定の型）を
規定するものなのだから。
他方，メディアをなす意味を，単純に｢世界」

の記述＝写しとみなすわけにはいかない(Lｼ注
(2))。意味の本質は，行為と認知の選択肢集
合を許容域と非許容域へと弁別する特殊な手続
き（アルゴリズム）-我々はこれをく規範＞
normと呼ぶ-と相関的にしかとらえられな
い。このようなアルゴリズムが存在するとすれ
ば，それは選択肢集合Ｘから評価空間Y(許容
域／非許容域）への関数Ｆによって表現される
はずだ。意味とは，いわば，この関数の特定値
F(a)のことである。換言すれば，意味とは，
認知・行為の選択肢集合の各要素の，特定の
く規範＞によって決定される評価空間上の位置
のことである(4)。
執行文（発話）の意味もまた，言うまでもな

く，意味のこのような形式を満たしている。こ

しかしAustin以後の言語行為論の諸理説は，
Aust inの与えたこの二分一意味（字義)/効
力一に対して，むしろ懐疑的だったと言える。
例えば,JonathanCohen(1964]は，顕在的
な執行的発話(explicitperformative)におい
ては，効力を執行動詞(performativeverb)
の意味以上には特定できないことから，それを
発話の意味の一種とみなし，さらにこの結論を
潜在的な執行的発話(implicitperformative)
へと延長した（音形をもたない，抽象的な次元
にある執行動詞が，潜在するとみなすわけであ
る。｜→抽象的執行仮説Ⅲ【３】）(3)。もし
Cohen流の理解に立つならば，我々は「効力」
の源泉として「意味」とは独立の実体を措定す
る必要がなくなる。
Cohenのこの見解は,JohI｣Searle[1969)

のとるところでもある。Searleによれば，すべ
ての発話行為は，常にそれ自体で発話内行為で
あり，発話行為の一部をなす意味行為は，それが
表現する意味それ自身によって，発話内効力を
示さなくてはならない。従って,Searleは，発
話行為を執行するために使われるあらゆる発話
を，命題内容表示要素(thepropositionalin-
dicatingelements:P)と発話内効力の差異を
示す機能表示装置(thefunctionindicating
device:F)の複合として理解した。即ち，あ
らゆる発話は，命題内容表示部分Ｐを主語的な
契機とする述語F(p)の形式を持つというわけで
ある。
これらの議論は，意味を効力と単純に対置す

るのではなく，後者を前者の内に回収しようと
する方向を示唆している。勿論それは,Austin
以前の見解への単純な回帰ではない。
【３】以上の理路の展開を念頭に置いた上で，
コミュニケーションにおける「意味」と「効力」
の関係を再考してみる必要がある。

｜
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の場合，諸々の執行動詞が，執行文の意味を決
定するある種の関数型（＜規範＞のタイプ）を
表示するものだが，その関数は（伝達によって
設定される)EとＡとの関係の特定形式（の許
容域／非許容域）を指定する性能を含んでいな
くてはならない。即ち，発話の意味は，執行動
詞が表現する一種の多変数関数の特定値である。
だから，意味は，常にく規範＞依存的な(非）

許容性としてたちあらわれる他なく，したがっ
てＥからＡへの意味の特定形式の社会関係にの
っとった伝達は，まさに伝達という事態そのも
のによって,Aの行為・認知の選択を条件づけ
てしまうだろう。即ち，意味の概念をこのよう
に再措定するならば，（発話の）意味の伝達は，
Ａに執行動詞が表示する特定形式の対他関係
(即ちＥへの関係）を強いるものであり，このこ
とを通じて,Aの認知あるいは行為の選択肢集
合を限定するのだと考えることができる。つま
,り意味は，（伝達に付されたとき）それ自身の内
に書きとめられている特定の社会関係を世界内に
定在させる一種の喚起機能を，その必須の契機
としているのだ。発話内効力とはこの喚起機能
の別名に他ならない。
こうして，意味概念を革新することによって，

我々は，効力を，意味と独立の実体としてでは
なく，意味そのものの一契機として位置づけ直
したのである。この効力をその契機として包含
する新しい意味概念を，古典的なそれとの区別
を明示するために，＜意味＞と表記することに
よって指示しよう。
ともあれ，以上のような視座は，言語行為論

によってなされた古典的な「意味」概念の批判
とコミュニケーションをめぐる新しい着眼を，
それ自身の内に統合し，いわば「止揚」するも
のだと言えよう。

Ⅱ
【０】本節では言語行為論の目論見を明らかに
し，その挫折の必然性が発話（の連関の）自己
言及性にあったことを明らかにしよう。
【１】我々は言語行為論の肯定的な成果を簡単
に確認してきた。しかし言語行為論の最も大き
な貢献は，むしろ否定的成果とでも呼ぶべきも
のの内にある。言い換えれば，言語行為論がそ
の挫折において逆照射するものにこそ，言語行
為論の残した最も実り豊かな遺産を確認するこ
とができるのである。J.Derrida(1971]力３，
Austinの言語理論に関説して，まさにこのよ
うな否定的成果を指摘している。
【２]Austinのねらいは，あらゆる言語行為を
適切なものと不適切なもの(felicity/infelici-
ty)に弁別する諸条件を明示するところにあっ
た。即ち，彼は，言語行為の総体を抱括的かつ
排他的に，許容域と非許容域へと弁別するく規
範＞を書き記そうとしたのである。この目論見
は，今日でも，言語行為論の，そしてまた「語
用論」の名の下に一括される周辺諸理論の主要
な課題をなしている。
例えばD.Hymes(1971]は，コミュニケー

ションにおいて，適切な発話が満たすべき条件
として，統語的・意味的適格性と語用論的適切
性(appropriateness)とをあげている。彼は，
これらの適格性・適切性をもった発話をもたら
しうる話し手（聞き手）の知識を「コミュニケ
ーション能力(communicativecompetence)」

と呼んだ。Hymesによれば，この能力によって，
話者は三重の判断一発話の形式的（文法的）
可能性についての判断・発話の心理的産出可能
性についての判断・発話の脈絡的＝社会的可能
性についての判断一を遂行しうる。(Lｼ広井
[1978:７-８))｡D.T.Langendoen[１９７５]
もまた,Hymesとほとんど同様な理論構成に

’
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すなわち，すべての慣習的(conventinal)行為
が被るべき災禍であるということだ｡」(Austin
〔1962＝１９７８：３３〕)。
しかし,Austinにとって,言語行為の失効可

能性は-その普遍催6)にもかかわらず一行
為の成立に対して消極的な価値しかもたない。
言語行為に成立の可能性を与えるのは，行為の
現在に対して論理的に先行して存在し，例えば
失効した行為を「違背」として確定する適切性
条件（＜規範＞）だとみなされているからだ。
だから失効がありうるためには，行為をそのよ
うなものとして特性化する適切性条件を必要と
するが，逆に後者が前者に依存することはあり
えないというわけだ。一般論を断念しつつ自身
の課題を限定していくときにとった,Austinの
次のような理論的戦略が前提にしていたのは(7)，
失効をめぐる以上のような理解である。「ここで
不十分さということで私が考えていることは，
一般に……行為がたとえば強制の下で行なわれ

たり，偶然に行なわれたり，あるいは，さまざ
まな種類の錯誤により行なわれたり，あるいは
意図することなく行なわれがちであるというこ
とである。……ここで一般論に立ち込るつもり
はないが，このような場合においてもその行為
は『無効』であった……などと言えるかもしれ
ない。さて，ここで非常に高度な一般性を持っ
た理論を想定し，これにより今まで不適切性と
呼んできたものと，行為……に関する，今ここ
でとりあげている別種の『不適切な』特徴との
両者をともに単一の理論の中に包括するという
ことも想像可能であろう。しかし，さしあたり
ここでは，このような種類の『不適切性』に言
及しなかったのは，……特殊の場合の考察を当
面排除したかったからだ｡」(Austin(1962=
１９７８：３６-３７〕)。
しかしDerrida[1971]は，以上のような

よって，コミュニケーションの切り結ぶ社会関
係の中で発話が定位され機能するメカニズムを
説明しようとした。Langendoenは，発話自体
の言語構造が内包する字義(literalmeaning)
と発話が特定の場面でもつ意義(signification)
とを区別し，意義は字義と特定の脈絡(con=
text)の関数として与えられる，と主張する。
だから,Langendoenによれば，発話解釈シス
テムは,Sを発話の字義,Cを関連する脈絡的
情報 ,S 'を意義としたとき , F ( S , C ) = S 'と
して表現される。
だが，コミュニケーション場面において言語

● ● ●

行為を適切な言語行為として成立せしめている
諸条件の（したがってく規範＞の）探究は，
Austin自身とその直接の後継者を自認する
Searleによって最も徹底してなされた。周知の
ように,Searle(1969]は，そのような諸条件
(felicityconditions)として，話者によるノー
マルな言語能力の所有の他に，「命題内容条件
(propositionalcontentconditions)」「予備
条件(preparatoryconditions)」「誠実性条件
(sincerityconditions)」「本質条件(essential
conditions)」の４種類をあげている。Searle
によれば，適切な言語行為は，これらの諸条件
をすべて満たしていなくてはならない(5)。これ
らの諸条件は,Austin[1962=1978]も,Searle
に先だって，未整理ながらも実質的にはすべて
指摘している。
【３】適切性条件を完全に明示し尽くそうと企
図する一方で,Aust inは,-Derr ida[1971)
カミ指摘するように-すべての言語行為が，失
効の可能性にさらされていると論ずるｏ「さて，
何よりもまず明白と思われることは，この不適
切性ということが，言葉を発する行為……〔さ
らに〕儀礼的(ritual)または儀式的(ceremo-

● ● ● ●

nial)という一般的性格をもつすべての行為，

’
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Austinの基本戦略に対して次のような問いを対
置する。言語行為の失効可能性こそ，むしろ他
方で，言語行為の積極的な可能性の条件をなし
ているのではないか？言語行為に不可避につ
きまとう失効可能性こそ，言語行為の存立にと
って欠かすことのできない本質的な条件をなし
ているのではないか？
【４]Austinとは明らかにベクトルを異にする

Garfinkelの研究は，言語行為にとって，その
失効が，原理的な可能性であることを改めて確
認させる。それは,Derridaの如上の問いに対
して肯定的な答えすら予示している。
Garfinkel(1967)の研究の中から次の実験

的な会話例を引用してみよう。
Thevictimwavedhishandcheerily
（Ｓ)Ｈｏｗａｒｅｙｏｕ？
（Ｅ)Ｈｏｗａｍｌｒｅｇａｒｄｔｏｗｈａｔ？My

hea l th ,myfinances ,myschoo l
work,mypeaceofmind………？

(S)(Redinthefaceandsuddenlyout
ofcontrol)Look! Iwasjusttrying
tobepol ite・Frankly, Idon'tgive
adamnhowyoua re .

この会話（コミュニケーション）では，最初の
発話@Howareyou'において遂行された言語
行為は，確かに通常の意味では失効している。
この言語行為が失効したのは，それによって表
明された発話のく意味＞が，決定できなかった
からだ。これは,Austinや後続する言語行為
論の論客たちが，「さしあたって｣考察の外に置
いた類の「不適切性」の一例なのかもしれない
が，言語行為を律するく規範＞は，この種の
｢不適切性」を「違背」の名のもとに効果的にコ
ミュニケーションから除去しうるのだろうか。
最初の発話が，言語行為として発効しえなか

ったのは，その発話のく意味＞を，その発話を

含むコミュニケーションの内部で決定しようと
しているからである。言語行為の鎖列としての
コミュニケーションのこのような自己言及性の
故に，（コミュニケーションの要素たる）言語行
為は失効を余儀なくされたのだ。Garfinkelは，
この種の例を，正常なコミュニケーションが障
害なくなされるのは（発話者。受話者に共有さ
れた）背景的知識の存在に因る，ということを
示す証拠としてあげている。このような知識
(の一部）が，いわゆる適切性条件を構成して
いることは言うまでもない。だが，しかしこの
種の背景的知識や適切性条件もまた，原理的に
は，コミュニケーションの内部で，コミュニケ
ーションに媒介されて調達される他なく，それ

らをコミュニケーション-般の外部に措定する
ことはできないだろう。即ち，言語行為の適／
不適を決定するく規範＞は，言語行為の表明す
る発話のく意味＞によって決定されなくてはな
らない。実際，先のGarfinkelの会話例では，
Austinが態度表明型behavitivesと分類した
ような執行的発話のく意味＞を，従ってその発
話を特性化するく規範＞を，別の執行的発話
（この場合は言明解説型expositivesに属する
だろう）のく意味＞を媒介にして決定しようと
している。一定の方法的態度に支持されている
とはい､え，このようなことが，十分に可能なこ
とである。ところが，既述のように，＜意味＞
自体がく規範＞に依存して決定されるため．言
語行為の鎖列としてのコミュニケーションは，
自己言及的たらざるをえないことになる。(Eth-
nomethodologyも，このような自己言及性を，
コミュニケーションの本源的性格として，様々
な用語(reflexivity,formulatingetc)によっ
て指示してきた｡）このことの帰結として，（執
行的）発話は，そのく意味＞の決定不能性を，
一つの必然として受容せざるをえない。丁度，
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ある。実際，分裂病者ならば，そのく意味＞を
決定することができないだろう。それは，顕在
的な言表が表現する字義通りのく意味＞とそれ
とは別の（多くの場合，反対の）＜意味＞との
間を動揺する。しかし，にもかかわらず，通常
のコミュニケーションにおいて，「アイロニー」
の「真の」＜意味＞が決定されうるのはなぜか？
それはいかにしてなされるのか？
アイロニーの了解機制をめぐる語用論の伝統

的な説明は，多くの難点にみまわれており，こ
の問題に関して全く無力である(8)。しかし，比
較的最近Sperber&Wilson[1981]が，それ
らの難点を克服する新しい説明を提唱した。彼
らの説は，ここでの問題にとっても非常に示唆
的である。
彼らは，アイロニーを，単なる言語の「使用

(use)」ではなく，命題への「言及(mentin)」
の一種であると解する(mentiontheory)。彼
らによれば，アイロニーの発話者は，現下の状
況にとって明らかに異和的なく意味＞を持つ
｢命題」に言及することによって，その「命題」
に対する否定的態度を発話の「真の」＜意味＞
として開陳するのである。「木魂的アイロニー
(provokedirony)」は，先行する発話の一部
を直接に言及する(9)。「自生的アイロニーspon-
taneousirony」の場合は-SperberとWilson
によると-明確に合意されているような社会
的期待．通念。世論などが言及の対象となる('0)。
(L曇橋元[1985))

この理論は，アイロニー（とりわけ自生的）
における所謂「反語信号」の機能を巧妙に説明
する。それは，アイロニーを「言及」として実
現する装置なのである。アイロニーを発話する
ときの特殊な音調・強勢や随伴するウインク・
咳払い・微笑などの態度は，明示的に言表され
た「命題」のく意味＞を主語的契機とする一種

Garfinkelの例で我々が見てきたように。
以上の議論が妥当だとすれば,Austinが論

究の対象から排除した言語行為のある種の失効
一発話のく意味＞が決定不可能であるような

失効一は，言語行為にとって偶有的な「違背」
であるというよりも，いかなる言語行為をも縁
どる本質的性格一執行的な発話の自己言及性
一に対応するものだと言うことができるだろ

う。してみれば，あらゆる言語行為を適切なも
のと不適切なものへと弁別することを可能なら
しめている諸条件を列挙し尽くそうとする言語
行為論の目論見は，原理的に挫折を運命づけら
れていることにもなろう。

しかし，逆説的ではあるが，もしこの種の失
効可能性が言語行為にとって本質的であるなら
ば，またしてもDerridaが指摘するように，言
語行為の「可能性」自体が，この失効可能性に
基づいている（前提にしている）と考えざるを
えない。だが，いかなる条件の下で，言語行為
の失効可能性は，その積極的な可能性へと転ず
るのか？

Ⅲ
【Ｏ】本節では，言語行為の成立の可能性の条

件を解明するための端緒を拓くことが目的であ
る。ここで我々は言語行為＝発話は，「＜主体＞
の先験的審級」にその選択性が帰属されている
ような一種の言及の形態をとっていること，こ
のような先験的審級が成立している限りで，発
話のもつ本質的な自己言及性が隠蔽されるとい
うことを明らかにすることだろう。
【１】前節の最後の問いに対する解答の手懸り
を，アイロニーの了解機制をめぐる語用論の最
近の理論に求めてみよう。
「アイロニー」と呼ばれる発話は，確かに表

面的にはそのく意味＞の決定に関して揺動的で
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の述語として機能する。不必要な副詞･感嘆詞・
敬語等も発話の他の部分に対する述語として機
能し，反語信号の用をなすだろう(橋元〔1985〕)。
また，命題の「反復」も反語信号となるが，そ
れは反復が先行する命題の「言及」として認知
されるからである（橋元〔1985〕)。
以上の如きメンション・セオリーは，理論的

にも実証的にも，語用論の伝統的なアイロニー
解釈に対して優位する('１)。アイロニーは，メン
ション・セオリーによれば，顕在的な発話より
高位の階梯に属する一種のメタ・メッセージの
形式をとっていると言える。アイロニーのく意
味＞が決定可能なのは，このように，その発話
が，それによって言及されるく意味＞の水準か
ら「独立」した。「専ら言及する」上位の水準
に，位置づけられているからである。即ち，ア
イロニーとして表明されるメタ・メッセージの
く意味＞自体は，言及されることなく端的に妥
当性を有するかの如く認知されるのである。こ
のような構成は，前節で問題にした発話間の言
及的循環を「克服」しているかのようである。
【２】このように，アイロニーにおいては，言
及の能動性が-その受動性から独立して-
帰属する水準が存在することによって，発話の
く意味＞の決定可能性が与えられる。このよう
な構成は，アイロニーに対してだけではなく，
発話一般において，そのく意味＞が「決定可能
性」を保有する《ときには，即ち言語行為が適切
なものとして（場合によっては「不適切な遣背」
として）可能なときには確立されているより一
般的な条件ではないだろうか。
SperberとWilsonのアイロニー解釈のポイン

トは,Use(使用)/Mention(言及)なるSearle
の強調した発話の二分法に依拠して，アイロニ
ーを言及の一種とみたてたことにあった。我々

は，だが，「使用／言及」なる発話の二分法に

疑問をさし向けることができる｡Derridaの
Austin批判に対するSearleの｢返答｣(12)(Searle
〔1977〕）と，それにDerridaが再び応接した
論文(Derrida[1977))が，まさにこの二分法
の存否を，重大な争点の一つとしている。Searle
は,Derridaが両者を混同していると論ず‘る。
しかし，我々としては,Derridaとともに，両
者を分かつ厳密な境界が存在しないことを指摘
しなくてはなるまい。例えば，泥まみれの子供
に対して「なんて，きれいな顔をしているんだ」
と発話すれば，その言語行為は「アイロニ･一」
として発効するが，一般の場合（例えば美しい
女性を前にしたとき)同じ発話は賞讃として発効
する。しかし，前者が言及で（したがって厳密
には，我々は，引用符を二重化して，「｢なんて
きれいな顔をしているんだ」（なんてこの場合全
くおかしいだろう)」と表記すべきだった）後者
は使用だとして両者を分割する根拠が強力なも
のであるとは言い難い（我々は賞讃の場合'も，
同様に引用符を二重化できないだろうか，「｢な
んてきれいな顔をしているんだ」（というのはこ
の場合全く当を得ている)｣)｡Sperber&Wiison
の論法に従えば，「アイロニー」においては,そ
れに応じた「社会的期待・通念」が存在するこ
とになるが，この場合，橋元〔1985〕が指摘し
ているように，「顔がきれいである」という命題
が自明な「社会的期待」を反映しているとする
のは強弁にすぎると言えよう。しかし，にもか
かわらずアイロニーは，見てきたように言及の
体裁を取っている(それがアイロニーのく意味＞
の決定可能性を支えていた）カメ，もしそうだと
すれば，後者の発話の「使用」の例も，同じ権
利で一種の言及だと言うべきではなかろうか。
あるいはまた-これも橋元〔1985〕が指摘す
ることではあるが-アイロニーが陳述以外の
形態をとっている場合，言及の対象をある種の
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いるのである。その際，橋元によれば，発話者
Ａの位置すると認知されている一般水準からす
れば,XはおろかＯさえも見下しうる立場にあ
ることが明瞭であれば,A-Oの距離にＯ-Ｘ
の距離が付加された分だけ「現実」との乖離が
生ずるため，アイロニーは，同趣旨の直裁的表
現(2)'より大きな効果を与えうるのである。し
たがって，（自主的）アイロニーの存在にとって，
それによって言及されるべき「社会的期待」の
存在は，必要条件ではない。
以上の橋元による「アイロニーの了解機制」

の解釈は秀抜である。アイロニーが表明する判
断は，二重である。Ａの視点からの判断とＸの
視点からの判断である。両者の判断は矛盾する
が，それにもかかわらずアイロニーのく意味＞
が決定可能なのは,Xの視点からの判断に対し
て,Aの視点からの判断は上位の階梯に属して
いるからだ。即ち,Xの視点からの判断は,A
の視点に帰属する判断の内部でしかく意味＞を
持ち得ないが，その逆はない。つまりＸに帰属
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するく意味＞はＡに帰属するく意味＞に言及さ
れれなくては存立しえないが，後者は前者から
独立して端的に妥当的であり，このことによっ
てく意味＞の間の言及的循環は｢破られている｣。
ところで，橋元によれば,Aとは発話者の許価
水準を指定する視点のことだった。だから，今
や我々は次のように言いうる。アイロニーの決
定可能性は，発話（言語行為）のく意味＞を定
義するく規範＞の選択性ｶﾐ帰属するある特権的
な場所が，＜規範＞の，従ってく意味＞の自体
的な妥当性の備給源として成立しているときに
与えられるのだ，と。我々は，このような特権
的な場所のことを「＜主体＞の先験的審級」と
呼ぶことにしよう('4)。
ところで橋元の「仮人称発話」論は，アイロ

ニーの固有の特徴を，その言及性よりも，むし

｢社会的期待・通念」に求めることはますます困
難になる。例えば「おれの顔に泥を塗ってくれ
て，ありがとうよ」という感謝の形式をとった
アイロニーが，一種の言及とみなしうるとすれ
ば，通常の感謝(｢私のためにいろいろ御尽力下
さって，どうもありがとう｣）もまた十分言及で
ありうるはずだ。

この問題に決着をつけるためには，「言及」と
いう形式の本態の何たるかを，再考してみなく
てはなるまい。ここで橋元〔1985〕が発案した
｢仮人称発話」なる概念が，非常に重要な示唆
を与える。「仮人称発話」とは，仮構的な人物
に帰せられた言語行為のことである。橋元は，
mentiontheoryがアイロニーの了解機制の説
明に関して，従来の語用論のいくつかの難点を
解消するものであるとして評価しつつも，未だ
にいくつかの難点を残すとし('3)，アイロニーを
｢仮人称発話」への言及であるととらえ直すb橋
元が説明に利用した以下の図がわかりやすい。
(1)「きれいな顔(2)「きたない顔(3)｢｢きれいな顔

だ ね 」 だ れ 」 だ れ ｣ 」
Ｏ
↑

… … Ａ … … … … A ･ … ． . … … Ａ … …≦↓

Ｏ Ｏ

↑
Ｘ

この図で上下の距離は，「きれい-きたない」に
関する評価レベルを表し，横点線は発話者Ａの
視点が位置づけられる相対的な一般水準を示し
ている｡(1)､2)では，発話者は,Aの位置から
直接対象Ｏを判断し，字義通りのく意味＞を持
った発話を行なっている。（3)は，アイロニーだ
が，ここでは，発語者Ａは，水準以下の対象Ｏ
さえも「きれいな顔だ」と判断できるような仮

０ ０

構的な発話者の発話（仮人称発話）を言及して
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ろ言及対象の仮構性に求めるべきであることを，
示唆しているように思われる。してみれば，ア
イロニーのく意味＞の決定に関してここで確立
された結論を，発話一般へと敷桁できるはず
だ(１５)。即ち，あらゆる発話は，そのく意味＞が
決定可能なときには，＜主体＞の先験的審級に
帰属させうる一種の言及として了解されている
のだ，と仮説を立てることが許されよう。従っ
て，（この仮説に従えば)，言語行為（発話）は，
言語行為の経験的な現在に論理的に先行する，
＜主体＞の先験的審級からの言及として実現さ
れることによって，直接的＝自体的に妥当な
く意味＞を備給され，その成立の積極的な可能
性を与えられることになる。確かに，多くの発
話は，アイロニーの場合のように明白に言及と
しての性格を露わにしない。しかし，それは，
これらの発話が言及ではないからではなく，言
及対象の性格によるものと解釈しうる。アイロ
ニーの場合，言及の対象となった行為は仮構的
なもの（仮人称発話）として了解されていた，
他の多くの発話では,言及対象となる行為が，
言及という行為と同様に現実的なものとみなさ
れる。アイロニーの場合，言及と言及対象の間
にあるこのような性格の差異（現実的／仮構的）
によって両水準の「落差」が強調されたが，他
の多くの発話は両水準の間にこのような性格の
差異を持たないため，両水準の「落差」自体が
見過ごされがちとなるのであろう。しかし，だ
からといって，後者のような発話が，言及では
ないとは断じて言えない(16)o
例えば，「私は女子大生が大嫌いだ」という

発話をとりあげてみよう。これはAustinの分
類では態度表明型(Behavitive)の発話内行為
の一種ということになるだろう(17)。この発話内
行為は，言及ではないと言われるかもしれない。
しかし，それならばなぜ人はこの発話に-発

話の状況に応じて程度の差があるとは言え-
｢さも重要そうな」含みを感取するのか？(‘18)こ
の発話のく意味＞の了解が，そのく意味＞をあ
る（不可視の）特権的な審級へと帰属させるこ
とを通じてのみ果たされていたからではないか？
従って，この発話が「｢私は女子大生が大嫌い
だ」（なる判断は妥当である)」という潜在的な
言及の形式を持っており，そのことによってそ
のく意味＞が一種の「普遍性」を要請している
かの如くたちあらわれるからではないだろう
か？('9）
【３】SadockやROSS等生成意味論派に属する
言語学者たちの提出した「抽象的執行仮説(ab-
stract-performativehypothesis:APH)｣が正
しいとすれば，ここで我々の提起した仮説にも
論拠を提供するものである。APHは，あらゆる
文が，基底構造においては執行文であるとみな
す。Ross等は様々な言語学的な証拠をあげて
この仮説を基礎づけようとするが，その詳細に
立ち入るのはここではひかえておこう。抽象的
次元に想定される執行文は次のような構造条件
を備えている。

①１人称の主語をもつ
②２人称の（間接）目的語をもつ。
③平叙・肯定・現在の文である。
④動詞（抽象的な執行動詞）の意味素性は
次の如きものである（平叙文の場合）昊

したｶﾐって，④のような素性をもつ抽象的動詞
をTRT｣T,で表現するならば,APHによるとすべ
ての平叙文は次のような句構造をもつというこ
とになる。
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この第二の主体は，言語行為のく意味＞を
了解するや否や，この効力の対象として定
在しはじめる。（言語行為をめぐって設定
されている二つのく主体＞の非対称性は重
要である。第一のく主体＞は，言語行為の
帰属に関して緒発的（能動的）であり，第
二のく主体＞は派生的（受動的）である｡）
〔４〕明示的な発話(S2)は，理念的なく主
体＞の言及対象として定位されており，こ
のような位置づけを少なくとも必要条件と
して，そのく意味＞を決定されている（〔＋
declarative,+linguistic])。

以上のようにAPHの含意を解釈するならば，
我々は少なくともここから次のようなことを結
論としてひきだしうる。発話は，（＜意味＞が
決定可能なとき)，行為の現在に論理的に先行
するような先験的なく主体＞からの言及として
（したがって一種のメタ言語として）実現されて
いるということ。そのことによって,，（顕在的
な）発話は，そのく意味＞の（普遍）妥当性を
追補されるということ（抽象的執行動詞の素
性に[+declarative)が含まれていることを見
よ)。
これらのことから,APHが前項で我々が提

起した仮説を支持するものであることが明らか
となる。おそらく，言語行為が，その原理的な
不可能性（＝自己言及性に基づく失効可能性）
を「克服」しうるのは，理念的＝先験的な場所
に，言語行為の選択がそこに帰せられるような
く主体＞が投射されていたからなのだ｡そのく主
体＞の投射と並行して，そのく主体＞の選択が
それ自体でく意味＞を決定するような一種のメ
タ言語の位置する理念的空間が拓かれ，そのメ
タ言語における言及という形態の下で，発話は，
例の自己言及性を隠蔽しているのである(20)。
【４】＜主体＞の先験的審級が投射されるとと
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APHは執行的な発話のく意味＞が決定可能
であるとき，少なくとも次の諸点が成立してい
ることを，含意している。

〔１〕発話のく意味＞が決定可能なとき，当
該の発話がそれへと帰属されるようなく主
体＞の場所が，（抽象的次元に)想定されて
いる(Iの指示対象として)。
〔２〕発話の帰属先であるく主体＞は，その
度ごとの発話の起源をなすものとして了解
されており，従って経験的な言語行為に対
して論理的な先行性を有するものとして想
定されている。即ち，その存在性格は，い
わば理念的（先験的）である。執行文が現
在の文であるということが，＜主体＞のこ
のような存在性格を表示するものと考える
ことができよう。
[３]youによって指示されるようなもう一
つのく主体＞が，第一のく主体＞に帰属す
る言語行為の執行対象として措定されてお
り，言語行為は，（適切な場合)，対象的な
く主体＞への発話のく意味＞の伝達（〔＋
communicative])を通じて，その言語行為

‘を律するく規範＞の選択性を二次的にその

対象的な主体にも帰属せしめるような潜在
的な力能を有するものとして,‘(即自的に）
了解されている([+performative])。
Austinが見出した発話内効力とはこの力
能のことである。youによって指定される
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次のように書き換えることｶｮできる。
f=T1 (E２)

この方程式は自己言及的であり，その解は決定
不能である ( f = mと仮定すれば f = n , f =
ｎと仮定すればf=mとなる)。だがSpenCer-
Brownによれば，このような方程式が解を持た
ないわけではなく，形式の想像的状態を代表す
る解を持つと考えることができる。このよ‘うな
解は,realvalve(m/n)のどちらでもない。
だが，同時にある意味でそのどちらでもありう
ると仮定しても矛盾しない。このことは,(E１)
を次のようにも書き換え得ることを勘案すると
わかりやすい。

f=〒1 (E３)

もに拓かれるこの理念的空間をGSpencer-
Brown(1969)が「想像的状態(imaginary
state)」と呼んだ「形式(form)」の特殊な水
準を用いることによって，論理的に表現するこ
とができるように思われる。
Spencer-Brownは，あらゆる指示(indication)

は分割(distinction)を設定することによって
のみ可能であるということを前提にした上で，
任意の分割によって区別された空間を（その空
間の内容をも含めて）「分割の形式theformof
dist inct ion｣,第一分割の形式を「形式the
form」と呼んだ。分割とは，ある空間に境界を

● ● ● ●

ひくことによって境界の外部を「内部ではない
もの」として指示する否定の操作にみたてるこ
とができる。また，我々は可能な「世界」に一
種の「分割」（許容域／非許容域の分割)をもた
らすアルゴリズムとしてく規範＞を定義してお
いたが，してみれば，＜規範＞の操作もここで
言う「分割」の一種とみなすことができるだろ
う。
今分割によって区別された状態を，符号一可

によって表現すれば，表現の値（＜意味＞）は，
次の二つである(realvalve)。

m=3(分割が存在する空間において
指示されている値）

ｎ＝二 （分割が存在しない空間におい
て指示されている値）

Spencer-Brownは，彼の算術および代数の体
系の公理として次の２つを採用する(21)。

{";T下司可 ＝ ”
さてここで次のような方程式を考えてみよう。

E3はf=m, f=nのどちらも矛盾なく満足す
る(22)o
我々がメタ言語の位置する理念的空間と呼ん

だものを,Spencer-Brownがここでいう想像的
状態の一つとみたてることができないだろうか。
＜主体＞の先験的審級に帰せられるメタ的な判
断といえども，Ⅱでみてきたように，発話の
く意味＞の間の言及的循環の内部にある他ない
(Tarskiがメタ言語と対象言語のレベル間の混
同と呼んだものが，必然である)。従ってその
判断のく意味＞（値）は決定不能である（何で
あっても矛盾する)。しかしにもかかわらず，
何らかの機制によってこの循環は隠蔽され，
＜主体＞に帰せられたメタ的な判断に対して自
体的に妥当なく意味＞が私念される。このと
き，そのメタ的なく意味＞は何でもありうる。
言うなれば，その判断は，オブジェクト･レベ
ルの（言及される）発話のく意味＞とは準位を
異にする想像的＝理念的な値（＜意味＞）を持
つのである。f = ､ i (E1)

左辺は，司を無限に重ねているので,E1を

-７４-

’



れない状態をG.Bateson[1972=1981]は，
doublebindと呼んだ。Batesonによれば，
doublebindが反復的に強いられたとき，子供
は分裂病へと至りやすい。分裂病者は，話し手
が本当のところ何を言いたいのかわからない，
と言う。つまり，分裂病者は，「真の｣＜意味＞
(を基礎づける選択性）を帰属させるための審級
を覚知できないのであり，そのためにdouble
bind状況で呈示されている二つの矛盾するメッ
セージを，排他的なレベル（メタ・レベルをオ
ブジェクト・レベル）へと分類することができ
ないのである。しかも,Bateson(1972=1982]
も強調しているように，このような言語のレベ
ルの混同は，いかなるコミュニケーションにと
っても不可避であり，分裂病は単に「極端な場
合」に生ずるだけである。
【２】Ⅲでみてきたように，＜主体＞の先験的
審級は，発話のく意味＞の「決定」にとって，
したがってく規範＞による発話の評価にとって，
不可欠の前提を提供するものではあろう。しか
し，それは蓋然的にしか実現しない一種の「奇
蹟」だ。だが，コミュニケーションという言語
ゲームに内属する者にとっては，それの実在性
は自明であり，彼らは，それを即自的に覚知し
てしまっている◎
だが,Austinをはじめとする言語行為論者

は，この審級を，＜意味＞を決定する最終審級
として実体化し，それに対して一種の存在論的
解釈（＜主体＞の審級の存在の場を個体の身体
の「内面」という虚構的な空間に求める解釈(23)）
を与えた。なればこそ，彼らは言語行為を抱括
的かつ排他的に適切なものと不適切なものへと
分割する条件（＜規範＞）をくまなく記述しう
ると確信できたのである。Austin(１９６２=
1978:106-107]は，言語行為のく主体＞を

● ●

｢発話起源(utterance-origin)」と命名し，また

Ⅳ
【０】発話ないし言語行為にとって，そのく意
味＞の決定不能性は，本質的な不可避の事態で
ある。本節では言語行為論が，＜主体＞の先験
的審級を実体として所与化することで，このよ
うな事態の不可避性を看取できなかったこと，
それと同じ理由から,Derridaが6critureと呼
んだ「記号」の境位に理解を示さなかったこと
を明らかにする。
【１】重要なことは，＜主体＞の先験的な審級
は，必然的にその存立を得るような所与の実体
としては断じてありえないということだ。それ
は，蓋然的にしか存在できないような（しかし
発話が了解されるときには即自的に覚知されて
しまうような）一種の仮象のようなものでしか
ない。原理的には，＜主体＞の審級に帰属せら
れた選択自体が，ある別のく規範＞の選択の結
果としてしかそのく意味＞（許容性（妥当性）
／非許容性（非妥当性)）を決定できないのだか
ら。言い換えれば，かかる審級に帰属される
く意味＞自体も，完全に言及の対象となりうる
ので，原理的には，＜意味＞の間の言及的循環
を，消去することができないのである。＜主
体＞の先験的審級は，＜意味＞の決定に関する
最終審級ではないのだ。
だから，＜主体＞の先験的審級は,Garfinkel

が指示したような実験的なコミュニケーション
によって，簡単にその基盤を失なってしまうの
である。そこでは，人々は，言及はしても言及

● ●

されないままに成立しうるような究極の発話へ
と至り得なかったのだ。
分裂病者が欠落させ・全く覚知できないのは，

このようなく主体＞の先験的審級である。発話
において自己言及性（メタ言語と対象言語の混
同）は不可避であり，そのために生ずる決定不
可能な発話に直面しつつもその状況から逃れら

’
Ｉ

｜
｜
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次のように述べている。「ところで，行為なるも
のは，人物(person)によってのみ遂行しうる
ものである。しかも，われわれの挙げた事例
〔執行的発話の事例〕は，発話者当人が行為の
遂行者でなければならないものであった。……
要するにそこでは，発話の時点において，発話
している人物によって行なわれている何ごとか
が存在しているのである｡」「このようにして，
当該の行為を行う『私」(:I ')が全体の構図の
中で本質的なものとして登場することになる｡」
言語行為論の最大の理論的難点は，＜主体＞と
いう先験的審級を所与化し，実体化したところ
にある。それは，コミュニケーションという言
語ゲームに内属する内的視点を模倣しているの
だ。
このような傾向は,Austinの後継を自認す

る人々の議論においては，さらに顕著に認める
ことができる。例えば,Searleの場合は，「心
理状態(psychologicalstate,mentalstate)｣,
あるいはとりわけ「示向状態(intent ional
state)」の名の下で,<主体＞の先験的審級に
帰属する理念的空間が実体化され存在論的に解
釈されている(24)｡Searleによれば，言語行為
とは，「示向状態」を外化＝表現したものであ
る。富岡〔1982〕が指摘するように,Searleの
理論構成の下では言語行為には少なくとも二つ
の示向状態が関与する。一つは，言語行為によ
って表現される信念・願望・意図などであり
(I') ,他の一つはこれらを聞き手に伝達し特定
の社会関係の内に実現しようとする｢意図」（発
話内目的,１２)である。I２は,１』が実現され
るときの社会関係の種類を定めるものであるか
ら，興味深いことに,１２はＩ」に言及する述語
の形式[1２(１１)]をとっている。すなわち,１２
は，＜主体＞に帰属されるメタ言語と同型的な
構造を持っているわけだ。それだけではなく，

Searleの理論では，精神(=<主体＞に帰属す
る理念的空間）の構造と言語行為の構造は細部
に至るまで対応しているので(25)，何故言語（行
為）の基礎にその起源をなすような精神的実体
として「示向状態」を措定しなければならない
のか，理解に苦しむほどである。それは，「示向
状態」に言語行為のく意味＞を決定する最終的
な根拠を見出すためだったのである。
＜主体＞の審級を実体化するから,Searlleに

よれば，（＜意味＞の）決定不能な発話はあり
えない。Searleは，「雪が降っている，しかし私
は雪が降っているとは信じない」とか「私は君
に喫煙しないように命令する，しかし私は君が
喫煙しないように望んでいない」といった発話
は（実的には）ありえない。彼によれば，そこ
で表現されているような矛盾した「示向状態」
はありえないからだ。しかし，ダブル・バイン
ドに直面したときに与えられる発話とはまさに
このようなものではないか。そのとき，発話を
● ●

それの外化とみなしていいような「示向状態」
が端的に無い。
このようなく主体＞の先験的審級（とそれに

帰せられる理念的空間）の実体化は,Derrida
の言う「現前の形而上学」の一つである。現前
とは，結局，＜意味＞の妥当性（非妥当性）が，
無媒介に，直接に（それ自身はもはや根拠づけ
られることのない）「実体（たとえばく主体＞の
ような)」によって根拠づけられることである。
例えば,Austinは言語行為の｢脈絡(context)」
がそのく意味＞の決定に対してもつ重要性を強
調したが，彼によれば「脈絡」自身のく意味＞
は，脈絡内の特権的な要素としてのく主体＞・
における現前によって調達される。Derrida
〔1971：383〕は言う「〔コンテキストの〕本質
的な要素の一つは……古典的な理論と同様依然
として[Austinにあっても〕意識・語る主体の
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その言語行為の総体に対する意図的な現前であ
る。このことによって，執行的なコミュニケー
ションもまた意図的な意味のコミュニケーショ
ンに逆もどりしてしまう｡」(26）
【３】言語行為にとって一繰り返すことにな
るが-そのく意味＞の決定不能性は，原理的
な事態である。先験的な準位でのく主体＞の存
在は，決して端初的な事態ではないのだから。
言語，あるいはより広く記号が，そのく意味＞
を決定できぬままに遊動する境位は，現前を担
保するこのようなく主体＞にとっては異和的な
ものに相違ない。周知のように，このような境
位にある記号をDerridaは,6critureと呼んで
いる。
Derrida(1972:３８６-３８７]はAustinから次

のような言を引用している。「……執行的発話
● ● ● ●

は，まさに発話であるが故にすべての発話を汚
染する……災禍をもまた被ることになる。。…“
われわれは当面意図的にこの問題に立ち入るこ
とを避けておきたい。この災禍という語で，私
は，例えば次のようなことを考えているのであ
る。即ち，ある種の執行的発話は，例えば，舞
台の上で役者によって語られたり，詩の中で用
いられたり，独り言の中で述べられたりしたと
きに，独特の仕方で実質のないものとなったり，
あるいは，無効なものとなったりするという種
類のことがらである。このことはおよそ発話と
いえるもののすべてについて同様に妥当する｡」
(Austin[1962=１９７８:３７-３８))Austinは
この種の「災禍」を，発話の｢奇生的用法(par-
asitic)」・「言語槌化(etiolationoflanguage)」
などと呼んで理論の中核的な対象から「当面」
排除しているが，もしDerridaが6critureと名
付けた記号の境位を，＜主体＞の先験的審級で
のく意味＞の備給より，記号にとって一層原基
的なものとして把握するならば，このような｢奇

生的用法」「言語槌化」の方にこそ，記号の原
基的様相の確実な示唆を看取できるように思わ
れる。なるほど，確かにSearle[1977:206-
２０７〕がDerridaへの「返答」の中で指摘して
いるように，この種の発話の奇生的な使用は，
日常的な使用法を前提にしており，それなしで
は意味を持たない。しかしDerridaが着眼した
のは奇生的な使用のもつある特殊な側面である。
そこでは，発話の使用が，使用するく主体＞か
らいわば隔離されている。即ち，我々は，この
ような使用においては，そこに現存する身体
を通じて，例えばその「内面」などに，使用
の起源ともいうべき実体的根拠を直接に透視し
ない（例えば，我々は役者の身体の「内面」に，
役者の科白の原因となる「意図」を直接に認め
るわけではない)。かくして｢奇生的使用」は，
発話の起源としてのく主体＞の位置を相対化し
てしまう。このような使用では，発話は，「起源」
から直接導出されたものではないから，常に必
ず非創始的なものに留まる。「奇生的使用」は，
Derridaが6critureと呼んだ境位の愉的な描像
を与えることであろう(27)o
6critureには，それ自身は言及されない最終

的な言及の場，そのく意味＞を決定する審級が
ない。つまり記号は決してく意味＞を最終的に
決定する「起源」に至り得ないから，いつでも
一種の「反復」でしかありえない○記号は，あ

るいは言語行為は，適切でもなければ不適切で
もなく，積極的な同一性を欠いたまま，そこか
しこに現生することができるのである（このよ
うな可能性のことをDerrida[1972]は「反復
可能性it6rabilit6」と呼んでいる)。

ｌ
ｉ

Ｖ
【０】人によっては，先立つ二つの節（Ⅲ，Ⅳ）

の結論が矛盾していると思うかもしれない◎し’

’
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かし，そうではない。試みが未完なのである。
我々は，言語行為のく意味＞が了解されている
ときく主体＞の先験的審級が成立しているとい
うことを確認しておいた(Ⅲ)。しかしこれは端
初的な事態ではない（Ⅳ，Ⅱ)。従って，＜主
体＞の先験的審級が一つの効果としていかにし
て産出されてくるかを，解明しなくてはならな
い。本節でこの解明のための緒口を示唆し，本
稿を閉じることにしよう。
【１】言語行為論におけるく主体＞の実体化は，
＜主体＞の存在の座を個体の身体の「内面」に
求められる虚構的な空間とみなす解釈・を随
伴させてきた。このことは，＜規範＞の選択
性を，純粋に私的な（心的）能力に帰属させ
たのと同値である。「私的」というのは，その能
力の存在を原理的に他者が確認しえないという
意味あいにおいてである。「内面」という隠愉は，
このような含意を持っている。
＜主体＞の座についてのこのような存在論的解

釈に対しては,我々は,Wittgenstein(1936-1
→1953＝1976〕の思考実験を援用することで,そ
の原理的な難点を明らかにすることができる。
Wittgensteinは，「感覚日記」なるものを想

定することによって，私的言語が可能かを問う。
即ち，私的に言語ゲームを営むことが可能かを
問うのである。私的な言語ゲームが可能なとき，
そしてその場合にのみ，＜規範＞の作動が私的
な能力を原因としているという解釈が正当であ
る可能性が生ずる。
Wittgenstein[1936-1949→1953=1976:

258｡〕は，「私的言語」として次のような例を
あげる。「〔他者には全くうかがい知ることので
きない感覚が私には繰り返し生ずるとして,〕私
はその繰り返し起こる感覚を日記につけようと
思う。そのために私は，その感覚を記号『Ｅ」
と結合させ，そしてその感覚が生じた日の記録

には，必ずその記号を書き込むことにする。」
『Ｅ』は私的言語である(28)。そしてこの言語の
使用の許容性／非許容性（適切性／不適切'性）
は，単に私的にのみ確認しうるく規範＞に従っ
て弁別されるしかない。即ち，この語の使用は，
私的に営まれる（そしてそれ以外に営まれよう
がない）言語ゲームをなしているということに
なる。

し か し ， - 常 識 に 反 す る 結 論 だ が -
Wittgensteinによれば，このような私的言語ゲ
ームはありえない。なぜなら，使用そのものの

事実性と使用の正しさ（許容性）を判定する規
準＝＜規範＞が区別されえないからだ(29)o例えば
私が今『Ｅ』を使用（記録）したとしよう。こ
の使用は正しいのか正しくないのか（この使用
はく規範＞上許容されたものだったのか，許容
されないものだったのか)。それは，明らかにそ
のどちらでもあり得ない。もしその使用を正当
化しようとしても，私はただその使用は正しい
から，正しいのだとしか言いようがないのだか
ら(30)｡つまり「私的言語ゲーム」には，ある使用
の許容性／非許容性を決定するアルゴリズムが
存在しない。ただそこには，その言語（らしき
もの）が使用された（というより「生じた_l)と
いう事実のみが残る。それはもはやく規範＞に
従った言語ゲームとは言えない。（例えば，一方
に『Ｅ』と空白のランダムな順列があり，他方
に「正しく使用された」『Ｅ』の記録があった
としても，両者がどのようにして区別されうる
かを，誰も-勿論私も-説明できない｡）
従って，＜規範＞の作動の原因を,私的な

(心的）能力に，つまり「内面」に求めることは
できない。

それ故，ある審級（＜主体＞の先験的審級）
が，＜意味＞を決定するく規範＞の帰属先とし
て認知されているとすれば，その審級は私的な
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てしまうだろうから（伝達の拒否が，常に抗い
難い「力」に対する抵抗としてしかありえない
のもこのためである)(32)。
それ故，＜主体＞の先験的審級が，例えば

｢私(I)」という語によって指称されるなどの
仕方で，個体の身体（の「内面｣）と親縁な関係
を保持していると覚知されているときには，
＜第三者の審級＞が，おそらく，何らかの機序
に従って個体の「内面」の内へと固有化された
のだ。そのとき，「内面」という領域は二重性
を帯びて覚知されることになろう。私秘的で経
験的であると同時に，社会的で先験的でもある
ような場所として。
【２】しからば，＜第三者の審級＞はいかにし
て可能なのか？この問題については我々は試
論をくり返してきたが（大澤[1982a)[1982b)
〔1983〕)，ここではSearleによるベラスケスの

ラス・メニーナス

絵画『侍女たち』の分析(Searle(1980=1983])
を手懸りにしてこの問題に一瞥を与えておこう。
Searleは，この絵が「集合論におけるパラド

ックスやうそつきの二律背反を思考する際に感
ずると同一の当惑を生じさせる」という。この
絵が表現する世界のく意味＞が，丁度「うそつ
きのパラドックス」のように，決定不能なので
ある。なぜか？古典的絵画は，「物｣の視覚的
相を視覚的に再現するものである。即ち古典的

O=描かれた物あるいは背景

ものではありえず，その審級へのく規範＞の帰
属の認知は，はじめから，それ自体である一定
範囲の「他者たち」へのく規範＞の可能的な帰
属の認知を随伴していなければならない。ある
いは，より精確には，その審級へのく規範＞の
帰属の認知は，そのく規範＞を採用すべきであ
るとのく（価値的）規範＞が一定範囲の任意の
他者たちに帰属していることについての認知を
含意していなければならない( L > c f宮台
〔1983〕)。このような意味で任意の｢他者たち」
に対する代表性を見込まれることによって，
＜規範＞の妥当性の備給源の如く覚知されるこ
とになる審級を，我々はく第三者の審級＞と呼
んできた。この審級がく第三者の審級＞と呼ば
れるのは，この審級を占拠するものと覚知され
る身体が，内的視点に対しては，常にいかなる
場面でも，対面可能な具体的な身体に解消され
えないような「第三者」としてしか，覚知され
えないがためである（大澤[1982a,b,1983])。
おそらく，＜主体＞の先験的審級はく第三者の
審級＞のある一つの存在の様式なのだ。＜主
体＞の先験的審級は，＜第三者の審級＞を潜称
しているとき，そしてそのときに限って，＜規
範＞の帰属先として作動しうるのである(３１)。
＜主体＞の先験的審級が，＜意味＞の妥当性

の備給源たりえたのは，おそらく，それがく第
三者の審級＞のある一つの「変容」だったから
だ。＜意味＞の伝達の，したがってまた｢効力」
の伝達の高度な「効率性」は，＜第三者の審
級＞への帰属化を介してしかく意味＞は同一性
をもったものとして認知されえないということ
によって支えられよう。なぜならば,そのよう
な場合には，＜意味＞が了解されるやいなや，
そのく意味＞を同定するく規範＞は，単に発話
者に対してだけではなく，受話者に対しても妥
当な（つまり「採用すべき｣）ものとして機能し

｜
’

A=画家の視点
P=描かれた画面

B=観客の観点
絵画を支配するconventionとは，視覚的相の
下で,AのＯに対する関係が,BのＰに対する
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関係と同一なること，である。ところで「侍女
たち」には，画家自身がＯとしてＰの中に描か
れており，その画家がＡの位置にあるモデルを
描いていることが表現されている。Ａの位置に
は，もう一人の画家がいることが要請されるが，
そこには画家はいない。そこにいるのは,Oの
内部の画家のモデルとしてのフィリップ４世夫
妻だからである。このことは,Oの内部丁度Ａ
の正面にあたる位置にあるものとして描かれて
ある鏡が，国王夫妻を写しだしていることによ
って，含意されている。それ故，この絵をめぐ
るパラドックスとは，次のような事柄である。
第一に，観客が自らを同一化させるいかなる画
家も，点Ａの位置から排除されていること。第
二に，視点Ａを失った画家は，絵の中の点Ｏか
らＯを描いているのだが,OはＡに対応してし
か存在しえない点だから，このことは不可能で
あるということ。
だが，このパラドックスは,Searleによれ

ば，彼が「示向状態」と呼ぶような，「私的な
心的能力」が解決する。ポイントは，言語行為
の「私は言う」の執行的「私」に対応するよう
な「私は視る」の「私」の視点が，この絵画が
表現する世界の部分として内属する具体的＝実
在的視点ではなく，いわば世界の外部にあるよ
うな抽象的視点である，というところにある。
視る「私」は，世界を国王夫妻として視ている
(だから画家はＯの位置にありつつＡにあるも
のとして世界を視ている）のだが，そのような
ことが可能なのは，「私｣が,AとＯが「Ａにと
ってもＯにとっても同一であるような世界」に
対して関わる異なっているが相補的であるよう
な視点であること，を知っているからである。
だから，「私」の視点をＡに固定することも○
に固定することも厳密には正しくない。「私」の
視点の位置は,AにとってもＯにとっても同一

である世界を，そのようなものとして同定する
位置であり，世界内のどの具体的な場所にも局
限できない。ところで世界内の諸々の特個的な
視点に対して存在する世界を，一個同一のもの
として同定する抽象的な視点は，我々がく第三
者の審級＞と呼んできたものだった。結局，言
語行為論者のいう「私」（＜主体＞）は，＜第
三者の審級＞に帰せられる力能を，わがものと
していると覚知されうるときだけ，「私」（＜主
体＞）たりうるものとして振舞うのである。
だが，このような抽象的視点が可能であると

すれば-Sear leの指摘するところではない
が-，より一層原緒的な相で，世界に内在す
るく身体＞が次のような事態を保証していなけ
ればなるまい。一つのく身体＞の上で，ある特
定の視点からの「視る」が，別の視点からの
｢視られる」を，つまり別の視点の「視る」を同
時に含意できること，即ち，「Ｏから視る」が
｢Ａから視る」を排除せず，「Ａから視る」が｢○
から視る」を排除しないで，複数の「視る」が
共起しうること，これである。このような事態
こそ我々（大澤[1982b])がく過程一身体＞
と呼んだ身体のある位相に特徴的な二つの作用
一求心化作用・遠心化作用一が招来すると

ころのものである。もし，一つのく身体＞上に
複数のく視る＞が互いを排除せずに共起しうる
ならば，それらの「視る」がさし向けられた
｢所視」は，それらの一連の「視る」に共帰属す
るような「同一の世界」へと分凝しうるのであ
り，このことと丁度相即するようにして，その
｢同一の世界」をそのく志向対象＞として帰属
させる。諸々のく視る＞を積分して代表するよ
うな（従ってどの特個的なく視る＞からも独立
した）抽象的な審級が，その蓋然性（＝必然性）
を拓かれるだろう。このようにしてこの蓋然性
を拓かれる抽象的審級こそ，＜第三者の審級＞
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る特有な転倒によって見出されるに至るという
こと-を提起した。

に他ならない。
＜第三者の審級＞は，世界に内在する身体

(過程一身体）の作用（活動）が帰結しうる，以
上のような特殊な効果に由来するのではあるま
いか。もしそうだとすれば，この効果はまさに
転倒と呼ぶにふさわしいものだ｡身体の作用(活
動）を律するく規範＞を帰属させる先験的場所
が，身体の作用（活動）のあとで，存在を与え
られるのだから(33)。

注
(1)Austinは，話者が発話を行う際に同時に含
まれる行為を三分した｡｢発話行為(locutionary
act)」「発話内行為(illocutionaryact)」「発

話媒介行為(perlocutionaryact)」の三者が
それである。発話行為とは,何かを語るという
行為(anac to/say ingsometh ing )であ
り，それはさらに三つの契機一一音声を発する

行為（音声行為phoneticact)・文法的文を
発する行為（用語行為phaticact)・有意味な
語を発する行為（意味行為rheticact)-に
分解される。発話内行為とは，何かを語ること
において執行される行為(anact l "say ing

something)のことであり，約束・警告・命
令・報告などの行為を，この種の行為としてあ
げることができる。話者がある発話によって発

話内行為Ａを執行したとき，その発話はＡに対
応した発話内効力(il locutionaryforce)を
持つと言われる。Austinによれば，この行為
の特徴は，行為を適切なものとして成立させる

条件が，慣習的(conventional)であるところ
にある。発話媒介行為とは，何かを語ることに

よって執行する行為( a n a c t b y s a y i n g
something)であると定義される｡話者は発話
を用いて聞き手の感情・思考・行為などに（非
慣習的な）影響(発話媒介効果perlOcutionary
effect)を与えることができるが，このとき話

者は発話媒介行為を遂行したと言われる。‘この
ような三分は，発話の分類ではない。発話は，
三者を同時にその契機として含みうる。例えば

「私はあなたに勉強しろと命令する」という発
話は，文法的で有意味な音声の連結を産出して
いる点で発話行為であり，命令を遂行している

Ⅵ
以上の理路の展開の全体を，もう一度簡単に

ふり返っておこう。①我々は，まず，言語行為
論が従来のコミュニケーション理論に対しても
った革新的意義を確認し，とりわけそのく効
力＞概念に着目して，＜意味＞の概念を再検討
した。②ついで言語行為（の連鎖）が自己言及
的であるため，言語行為のく意味＞の決定不能
性（したがって言語行為の失効可能性）は原理
的なものであるということ，を指摘した。従来
の言語行為論はこのような可能性に盲目だった。
③だが，この言語行為のく意味＞の決定不能性
は，言語行為が「＜主体＞の先験的審級」から
の言及として了解されている限りにおいて，隠
蔽されているということを明らかにした。④こ
の分析をうけ，我々は，言語行為論の最大の難
点が，このような審級を所与の実体として予断
的に仮設していたところにあった，と指摘した。
言語行為のく意味＞の決定不能性に対する言語
行為論の盲目は，このような予断に由来してい
たと考えられよう。⑤最後に，このく主体＞の
先験的審級がく意味＞の了解構造の内に成立す
る機序を解明するのに有用と思われるいくつか
の示唆一く主体＞の先験的審級ｶﾐ＜第三者の
審級＞の一つの存在様式だと思われるというこ
と。＜第三者の審級＞は身体の作用が帰結しう

’’
１

’
｜
’

｜
’
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点で発話内行為であり，さらにこれによって聞
き手が怒ったり発奮したりすれば発話媒介行為
でもある。

(2)Austinは，在来の言語論が，発話の機能を
「記述」に一面化してきたことを批判し，発話
を「事実確認的発話constativeutterance｣と
「執行的発話performativeutterance」
の二種に分類し，とりわけ後者の重要性を強調
した。前者は言語に外在する「事実」を記述す
る発話であり，「真／偽」の規準によって評価
される。後者は，話者がそれを用いて行為を執
行することになるような発話であり，「適切／不
適切」という規準によって評価される。後者は
さらに，執行する行為の効力が「私は（あなた
に）～する」という形で示されている明示的形
態と，効力が含蓄されるだけで明示的でない
（従ってあいまいな)原初的形態とに二分される。
（例えば，「私はあなたに勉強しろと命令する」
という形で発話されれば，それは明示的な執行
的発話であり，単なる「勉強しろ」と言う発話
は，原初的な執行的発話である)｡明示的な執
行的発話の中で効力の種類を示す動詞（｢命令
する」「警告する」「約束する」など）は，執行
動詞(performativeverb)と呼ばれる。さら
にAustinは，後になって，前注であげたよう
な言語行為の三分類を提案することを通じて，
事実確認的発話（陳述）さえも，一種の発話内
行為であるとみなすに至ったようである。この
ような理解に至りつくすことで,Austinも初
期には残していた記述主義的残津が，後の理論
から完全に払拭されることになる。

(3)ある場合には,Austin自身さえもこのよう
な立場にくみしていたように思われる。

(4)Luhmannは｢意味｣を｢体験加工Erlebnis-
verarbeitungの形」と定義した。「意味」と
いう形式が他の潜在的諸可能性を接近可能な

ものとして維持しつつ，ある特定の可能性を顕
在化して選択するからである。このことを，我
我のここでの文脈では，次のように移し変えて
考えることができるかもしれない。ある特定の

● ● ●

「意味F(a,)」は，同一の関数F(")の特定値
たる限りで他の特定値F(a2) ,F (a3) . .…を
（同一のく規範＞に対して）等価な選択肢(可能
性）として指示しまた維持しているのだと。

(5)約束という言語行為を例にとれば,Searle
のいう適切性条件の内実は次の如くである。
命題内容条件一話し手は，自らの将来の行為

(A)を記述するような命題内容(P)を表現
しなければならない。

予備条件一話し手によるＡの遂行が聞き手に
望まれ，そのことを話し手は知っており，か
つ話し手がＡを遂行することが聞き手にとっ
て自明ではない。

誠実性条件一話し手はＡを行う意図を持たね
ばならない。

本質条件一話し手はＡを行う義務を自ら引き
うけねばならない。

(L>Searle[1965:149-152],広井(1978:
１２〕）

(6)なぜならば，それは「すべての慣習的行為」
が被るべき災禍なのだから。

(7)言語行為論は明らかに今日でもここにAustin
が提案した戦略の内部にある。

(8)伝統的な語用論におけるアイロニーの了解機
制に対する説明とその問題点については，橋元
〔1985〕が手際良くまとめている。橋元はⅧ伝
統的解釈を代表するものとして,Searle流の

●

解釈とGriceの解釈をあげている。Searle流
の解釈(Searleの解釈ではない）によれば，文
字通り遂行されるはずの言語行為の適切性条件
が不成立のとき言語行為に皮肉がかぶさり、そ
のことによって直接的言語行為とは反対的な間

-８２-
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が誤りだと初めて気付きました。
B:ほおう，天賦の才ねえ。

(１０自生的アイロニーとは，字義と含意の関係が
反転関係にあるような普通のアイロニーのこと
である。

(11)Mentiontheoryは，古い理論よりも様々
な点で説明力が高いと言える(Lｼ橋元[1985])。

例えば，虚とアイロニーの区別が可能なの
は，前者が「……が虚である」という言及にあ
たるような反語信号を欠くからである。また，
この理論に従えば，ある言語行為がいかにして
● ● ●

反対のく意味＞をもつ言語行為に反転するか，
といった旧来の難問を手がけずにすむ。さらに

実証的にも，この理論を支持するようなdata
が出てきているようだ。Gibbsは，皮肉的表現

と直裁的表現を比較したとき，前者の方力:むし
ろく意味＞の了解にかかる反応潜時が短いこと
を示した。このことは，伝統的な語用論が予想
するところと逆である。またJorgensen,Miller
andSperberは，信条・意見などの表明が，
反復を重ねるに従って，除々にアイロニカルな
ニュアンスを含んだ発話として解釈されていく

ことを明らかにした。
(12Austinに対するDerridaの批判にSearle
が返答するのはいかなる権利においてであろう
か。Searleは,Austinの後継者としての「正

統性」をある種の言語行為（宣言）によって自
己自身で確立し，一連のコミュニケーションを

開拓した。しかし，なぜこの言語行為は正統な
のか？これもまた本稿の問題の圏内にある。

側橋元〔1985〕は,mentiontheoryの問題点
として次のようなことをあげている。第一に，
明らかに社会的期待を反映する命題の「言及」
であっても必ずしもアイロニーとして発効しな
い(A:「オレなんか，バカで，ノロマで，何の

取柄もないから，一生人のカバン持ちでいいや」

接的言語行為が生ずることになる。Griceによ
れば，会話一般には，その遵守が予期されてい
る「会話原則」（協調原則と４つの会話的格率
より成る）が存在している。だカミ時に会話原則
に反するようにみえる「発話」がなされること
があるが，その時もなお聞き手は，話し手が真

意においては会話原則を遵守しているとみなす
ために，彼は「発話」に言外のメッセージ（会
話的含意）を推論する。Griceはこのような会
話的含意の一つとしてアイロニーを位置づけた。
さらにSearle･Griceの発想を総合するよう
なものとしてBackandHarnish[1979]の
ものがあるようだが，それは上の二つの解釈の

域を大きく越えるものではない。
橋元〔1985〕によれば，以上のような伝統的

説明には次のような諸難点がある。第一にそれ
は「うそ」とアイロニーの区別がどうなされる
かを説明しない。第二に，アイロニーが評価語
を含むとき，ほとんどの場合「いい意味」を発
話内で用い，結果的に「よくない意味」を伝達
するが，このようなアイロニーの非対称性が説
明されない。第三に，木魂的アイロニー（次注）
の了解機制が説明できない。第四に，アイロニ
ーの了解はいわば端的になされるのであって，

伝統的語用論が想定するような複雑な推論が了
解に先だってなされたとするのは無理がある。
実際，言語心理学的実験によっても，子供はア
イロニーを全く理解不可能か端的に理解可能か
のどちらかに明確に二分され，字義から推論を
めぐらして理解に至るというような中間的段階
は存在しない。

(9)木魂的アイロニーとは，先行する発話（の一
部）を直接に「引用」するような類のアイロニ
ーである。橋元〔1985〕のあげた例を借用して

おこう。
A:私は今まで天賦の才だけに頼ってきたこと

Ｉ

｜
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B:「クラークいわく『青年よ，大志を抱け』だ
よ｣）から，アイロニーとしての了解を得るため
には，単に「言及」であることが明白に認知さ
れるということの他に，別の機構が必要である
と思われる。第二に，（｢自生的アイロニー」で）

「言及」の対象とされる「社会的期待」なるもの
の本態が，不明確である。第三に，陳述以外の

言語行為形態では何が「言及」されているのか
わからない。第四に，アイロニーなる発話の言

語行為としての理論上の位置がはっきりしない。
(１４＜規範＞は，その本性上，行為の現在に対し
て論理的に先行して存在するものとして作用す
る。だから，＜規範＞の選択性が帰属せられる
このような審級も，経験的な行為に対して論理

的に先行して存在するものとして覚知されざる
をえない。この審級が「先験的」と形容される
のはこのためである。

また，注意すべきは，「＜主体＞の先験的審
級」は，所謂「個体（の身体やその「内面｣)」
とは独立の概念であるということだ。実際，言
語行為を，その当の言語行為が物理的に生起し
ている個体に帰属させることができない事例
(e.g.分裂性発話）や，特定の個体に帰するこ
とさえできない事例(e.g・法的発話）が，いく
らでもある。（尤もく主体＞の審級が個体の身

体と，多くの場合，特殊な近縁性をもつことも
確かである。例えば，＜主体＞の審級が，個体
の身体に随伴する仮構的な空間（｢内面｣）に存

するとみなされる。「私はＩ」というindexical
な表現は，＜主体＞の審級と個体とのこのよう
な近縁関係に見合うものである。両者の近縁関

係は，説明されるべきことであるが，しかしそ
のつながりは，決して必然ではない）

(１，なぜならば，アイロニーのく意味＞の決定に
与るのはその発話の「言及性」だったが，その
「言及性」がとりたててアイロニーを固有に特徴

づけるような属性ではないことが今や明らかと
なったのだから。

(１０アイロニーは，反語信号を随伴させるなどの
方途によって，その「言及性」を特に明示する
発話である。このことは言及性の明示が，言及
という営みに必ずつきまとう「差異一言及す
る行為／言及される行為の差異」を強化し、そ
のことによって，述べてきたような両水準の落

差を提示することにつながるからである，と解

釈できるだろう。
伽よく知られているように,Aust in (1962=
1978〕は，発話内行為を，判定宣告型verdi-
ctives(評価判決など）・権限行使型exerci-

tives(命令・警告など）・行為拘束型commi-
sives(約束・保証）・態度表明型behabitives
（感謝・祝福など）・言明解説型expositives住
張・解説など）に５分している。尤もこの分類
は，すべての言語行為論者力:完全と認めるよう
な「決定版」ではない。言語行為の分類は，言

語行為論者にとって非常に重要な理論上の課題
をなしているようだ(L診土屋俊[1983])

(１０もちろん発話のコンテキストによって，その

発話のもつ「重要そうな響き」に多様な差がで
ることだろう。例えば，『朝日ジャーナル』のよ

うな雑誌で椎名誠のような人が，「私は女子大
生が大嫌いだ」とやれば，決定的だ。しかしそ
うでなくても，場末で名もない人が「私が女
子大生が大嫌いだ」と発話しただけで，人はそ
こに特殊な「重要そうな響き」を，従って何か
しら押しつけがましい感じをかぎとってしまう
だろう。

(１９発話を一般に言及的であるとみれば，本項の
最初に示した例も何ら理論に対する蹟きの石と
はならない。それらは，実際言及なのだから。

剛言語行為論者は，「発話内効力」の原因は話
者の意図の「反射性」に存するという(Grice，
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StampeStrawson)。この主張の論拠を求め
て発話を分析したとき，実は彼らも発話のく意
味＞の間に述べてきたものと類同の言及関係が
あることを「発見」していたのである。例えば
Grice[1957)は，発話には，自然な意味（字

義）の他に不自然な意味（意味n.n.)が存する
というが，後者は前者を主語的契機(言及対象）

とする，伝達的で執行的な素性をもつ述語であ
ると解釈できる。しかも彼らはこのような述語
が，言語行為のく主体＞とも呼ぶべき審級に帰

● ●

属せられて了解されたときのみ効力の原因とな
りうることもしっていた。しかしく意味＞をさ
らに「意図」なる私的な心的状態の反映である
と解釈したとたん（このような解釈に何の必然

性もない)，言語行為論は，転倒した理論構成
の下で問題の本質を逸してしまう(L・Ⅳ,V)。

el)この公理を次のように「解釈」すれば，自明
な命題に翻訳できる。〔公理I]同じ分割の繰
り返しは一つの分割と等価である。〔公理Ⅱ〕
否定の操作の繰り返し（否定の否定）は，操作

キャンセル
の総体を無化する。

剛二次以上の代数方程式は自己言及的である。

このことは二次方程式

" 2 + p " + q = 0

を

入を想像的状態にある形式の導入の一つとみる
ことができる。このように我々は，「論理」の

上でより，まずは「実践」の上でこの審級を導
入する術を知っているのである。

剛このような解釈には，実は何の「必然性」も
ないのだが。(L,注(14)

伽ある対象・事態（示向対象in t en t i o na l
object)へと方向づけられている（つまりある

０ ０ ０ ０

対象・事態についてのという在り方をしている）
心理状態のことを,Searleは「示向状態」と呼
んでいる。私もまたぐ志向性intentionality>
という概念を使用してきたが,Searleのもの
とは非常に含意を異にするので注意されたい。

,5)Searleによれば，示向状態は，表象内容
(representativecontent:r)とそれに対す
る心的態度(psychologicalmode:S)の複
合によってS(r)なる形式をもつｶﾐ，それは発
話の一般的形式F(p)(Lslの２。）と全く同
一の構造をもつと言える。またSearleは，世

界と言語（命題内容）の問に不一致が生じたと
きどちらが修正されるかに応じて決まる，発話
内行為に見出される世界と言語の適合方向（世
界から言語へ／言語から世界へ）を検出した上
で，さらにそれと全く同型的な適合方向が精神
と世界の間にも存在すると説く。さらにSearle
によれば適合方向を持つ発話内行為は命題内容
によってその充足条件condit ionofsatis-
faction(命験内容との間に適合関係を持つべ
き事実）を特定するが，示向状態においても表
象内容が充足条件を表象する。このように
Searleの理論では，精神と言語が細部に至る
まで対応している。

鯛よく知られているように,J.Habermasは，
Searle等言語行為論者に影響されて，彼の理
論の基礎部分に「普遍的語用論」なるものを構
想している。そこでは，コンテキストにおける

口

ｑ“
苑

十ｐ｜｜〃

-ｑ
＝ - ｐ 十 一ｐ＋-ｑ

- p + = - g’
1

と変形してみれば明瞭である。そして我々はこ
のような方程式に一般的に解を与えるためには，

実数rea lnumber(正，負または0)以外に
虚数imaginarynumberを導入しなければ
ならず，しかもそれで十分なことを，知ってい
る。Spencer-Brownによれば，この虚数の導
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＜主体＞のこのような特権的な「超越性」が，
典型的なまでに明瞭に仮定されている。
Habermas(1976)によれば，コミュニケーシ
ョンにおいて各談話を選択の許容域に指定する
条件（＜規範＞）は４つの通用性Geltnng-
理解可能性Verstandlichkeit・真理性Wahr-
heit・誠実性Wahrhaftigkeit・適正性Rich-
tigkeit-であるが，それら諸く規範＞は，さ

らに個体として解釈されたく主体＞たちの直接
の合意（それは各個体による局所的なく意味＞
の選択（判断）が一致することである）によ

って担保されている。このような合意の場を
Habermasは「談合Diskursjと呼んでいる
が，それは，＜主体＞が，無媒介に（つまりあ

らゆる他のく規範＞の前提なしに)，妥当な(従
って誰もが従わざるをえないような）＜規範＞
に基いたく意味＞を選択しうると仮定するとき
にのみ，可能なものとみなされうる。つまり

く主体＞に「現前」を保証する能力を仮定せね
ばならない。
だが，このようなく主体＞の超越性の仮定は，

Habermasの理論をつぶさに追尾してみれば，

循環論的な構成の中で脅かされているように思
われる。①彼は「合意の合理的形式」を目的と

する談合は，「理想的な発話局面」でしかあり
えないと言う。しかし，ある発話局面が理想的
であり，それ故そこで形成された合意が合理的
である，と言われるとすれば，ある特殊な条件
を備えた発話局面を理想的で許容されうるもの
として特性化するアルゴリズム（＜規範＞）が
前提されていなくてはならない。例えばHa-
bermasは，理想的発話局面での個体の発話は，

イ デ オ ロ ギ ー
暴力・権威・虚偽意識などによって歪曲されて

イ デ ー
はならず，ただ普遍的な理念にのみ従っている，
と言う。しかし発話を方向づける諸条件のうち
あるものが虚偽意識などの歪曲因で他のものが

普遍的な理念だと決定するためには，諸条件を
そのように弁別するく規範＞が必要だ。Ｌ,かる
に，このような談合を律するく規範＞自体は，

個体間の合意によって妥当性を保証するわけに
はいかない。②Habermasが合意の可能性を
無前提に信葱しえたのは，（理想的発話局面にあ
る）各個体が，妥当な意味（真理・普遍的な社

会の目的）を選択しうるものとして，あらかじ
め同型化されているからである。このように仮
定された個体は，すでに私的な存在以上の存在
であり，その間には合意以前に，そもそも判断
の不一致がない。しかし，各個体の判断の一致

を保証するのは，各個体の行為と認知を一律に

制御するく規範＞以外にはありえまい。①，②
よりHabermasの理論ではく規範＞を根拠づ

けるための合意は，常に合意以前のく規範＞に
先取りされる他ないのである。

@7)Searle(1979)はこのような奇生的用法の一
つである虚構の言述の論理的な身分を，「偽装

された主張pretendedassertion」として位

置づけている。その際彼が疑わないのは，その
ような発話内行為を成り立たしめる発話者の
「意図」の存在である。「あるテキストが虚構作

品であるか否かを決定する基準は，作者の発話
内の意図の中になければならない｡」(Searle
〔1979：６５〕）

剛というのは，この言話のく意味＞は結局私的
な感覚に帰するため，そのく意味＞の説明を他
者に対して与えることができず，ただ自己自身
に対してのみ与えうるにとどまるのだから。

剛そもそもWittgensteinが述べているように，
『Ｅ』が私的言語であるとすれば，『Ｅ』がある
● ●

感覚に対する記号であるということすらできな
い。「感覚」は公的言語の言葉だ。他方『Ｅ』
は私的言語だからそのく意味＞を私的にしか確
認できない。それならば，なぜ『Ｅ』が感覚の

-８６-



61)Derrida[1977]は,Searle[1977]の「作
者」をLimitedinc.と呼び，またSarl(So-
cidtdaresponsabi l i tdl imitde)と呼んで
いるのは，おそらく,言語行為のく主体＞（｢作

者｣）がこのような匿名的な「第三者」としてし
か特定できないからだ。

剛発話のく意味＞の了解は，その度にある種の
形式のく規範＞を帰属させうるものとしての
く第三者の審級＞の存在を覚知することと並行
せざるをえないから，そのような形式のく第三
者の審級＞の存立を支持する一定の「社会関係」
への参入を伴わざるをえない。

㈱このような転倒をく前向的投射＞と呼びたい。

一種だとわかるのか。もし『Ｅ』が感覚だとわ

かるとすれば，それはもはや私的言語ではない
からだ。

剛例えば，私的な心的世界の中にある「辞書」
のようなものが存在し，それによって私的言語
のく意味＞が確認される，と考えても事態は少

しも変わらない(Wittgenstein[1936-1949->
1953＝1976：265〕)。なぜなら，「Ｅ」の使用そ
のものが，その孤独な心的辞書の参照をすでに

含んでしまっており，両者を分離独立させるこ
とができないからだ。結局，その心的辞書への

参照を含む「Ｅ」の使用を，正しいものと正し
くないものとに弁別するアルゴリズムは存在し
ない。
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